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平成３０年 第１２回 定例 

 

摂 津 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

開催日時      平成３０年１２月１７日（月）   午後２時００分開会 

                 午後３時１５分閉会 

 

開催場所     摂津市役所 本館３階 ３０１会議室  

 

付議事件   

議案番号 件       名 審議結果 

４４ 
摂津市教育委員会の特殊勤務者の勤務時間等に関する規則の一部

を改正する規則制定の件 
承認 

４５ 平成３０年度中学生チャレンジテスト（３年生）の結果公表の件 承認 

 

報告事項 

件       名 

事業実施に伴う後援等名義の使用許可について 

平成３０年度１１月までの問題行動等報告について 

平成３０年度１１月までの問題行動等報告具体的事案について 

平成３０年度２学期教育委員学校園所訪問まとめについて 

摂津市立児童発達支援センター条例の一部を改正する条例制定について 

各課事業日程報告について 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

家庭児童相談課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

山手委員 

 

 

家庭児童相談課長 

 

ただいまから、平成３０年第１２回教育委員会定例会を開催いた

します。本日の署名委員は大矢委員です。よろしくお願いいたしま

す。 

本日は付議事件が２件、報告事項が６件ございます。 

まず、本日の議事進行について各委員にお諮りします。 

報告事項（３）につきましては、個人が特定される恐れがあるた

め、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１４条第７項

の規定によりまして、秘密会として行いたく存じます。 

従いまして、議案第４４号から審議し、続いて、「報告事項」、「そ

の他」へ進み、「報告事項（３）」を除き、すべてを終えた後に、暫

時休憩を取ります。引き続いて秘密会を宣言し、「報告事項（３）」

に進みますが、これらについて関係部課長の出席を求め、再開をし

たいと思います。皆様ご異議ございませんでしょうか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、本日の議事進行につきましては、ご

説明したとおり進行いたします。 

それでは、議案第４４号、「摂津市教育委員会の特殊勤務者の勤

務時間等に関する規則の一部を改正する規則制定の件」について、

家庭児童相談課から説明をお願いします。 

 

議案第４４号、「摂津市教育委員会の特殊勤務者の勤務時間等に

関する規則の一部を改正する規則制定の件」について、ご説明申し

上げ承認を求めるものです。 

 

【以下、議案書等により説明】 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

 

遅出が午後７時までとなっていますが、業務内容からいってそれ

でうまく収まるのかどうかが、気になります。 

 

例えば、家庭訪問して保護者に指導しないといけないという場合

では、もっと遅くなってしまう時もあります。 
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大矢委員 

 

家庭児童相談課長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、超勤しなければいけない一番の理由は、各関係機関との調

整で、これについては午後７時までの勤務時間で処理できるものと

考えています。 

 

「８時４６分から午後７時までの範囲内で所属長が指定する時

間」と書いてありますが、この指定というのは年間を通じて、同じ

職員が４月から３月まで指定されることになるのですか、それと

も、その都度変更するということになるのですか。 

 

週のうち、曜日毎に職員の出勤時間をあらかじめ固定して、ロー

テーションを組もうと考えています。 

 

家庭児童相談課の職員が、曜日毎に、どの職員が遅出の時間に出

勤するか決められるようになるということですね。 

 

例えば、金曜日は翌日が休日で、見守りがしにくいため、基本的

には通告対応しないようにしており、遅出勤務をしない予定です。

その他の曜日も職員の配置は適宜柔軟に対応しようと思っていま

す。 

 

何名の職員でこの体制を組む予定でしょうか。 

 

正規職員のみで始める予定です。正規職員は課長を含めて５名い

ますが、管理職は外部的な対応もありますので、一般職員４名で回

すつもりです。 

 

学校園所からの通告の場合、教職員との話し合いが必要となって

きますが、教職員の働き方改革の流れもあります。特殊勤務の方は

このように勤務が変更になりますが、学校の教諭の場合は同じよう

にできませんので、十分配慮をお願いしたいと思います。 

 

他に何かご意見・ご質問等はございますか。それでは特にござい

ませんので、議案第４４号、「摂津市教育委員会の特殊勤務者の勤

務時間等に関する規則の一部を改正する規則制定の件」については

承認いたします。 
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では、続きまして、議案第４５号、「平成３０年度中学生チャレ

ンジテスト（３年生）の結果公表の件」につきまして、学校教育課

より説明をお願いします。 

 

議案第４５号、「平成３０年度中学生チャレンジテスト（３年生）

の結果公表の件」について、ご説明申し上げ承認を求めるものです。 

 

【以下、議案書等により説明】 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

 

表面のところですが、記述式の正答率が、全ての教科で他の項目

と比べて低いです。特に国語と社会は府も摂津市もゼロとなってい

ますが、これは問題が出題されなかったというということか、それ

とも数値がすごく悪かったということでしょうか。 

 

数字がゼロのところは、問題そのものが出題されなかったところ

です。こちらの数字は正答率ですので、満点で１００％となるよう

パーセンテージの表記になっています。 

 

そうなると、国語、社会以外の教科も低いので、このままの流れ

で見ると、国語、社会はものすごく悪いという見方をしてしまうか

もしれません。記述式の問題は出題されなかったということが分か

るように書いていないと、間違った情報になってしまうのではない

かと思います。 

 

ご指摘をいただいた部分につきまして、注釈など、ミスリードの

ないような形をとりたいと思います。 

 

また、裏面の方ですが、摂津市全体の平均ですので、それぞれの

学校で状況が異なるかもしれませんが、私の理解では、「教科の学

習への主体性」と「授業の内容理解」の関係について、主体的に関

わっていくことが進めば進むほど、内容理解も進むと思いました

が、社会、英語の主体性は２年生よりも３年生の方が高くなってい

ます。ところが、「授業内容がよく分かる」ということで見ると低
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教育長 

 

 

教育長職務代理者 

 

くなっています。 

学校によって状況が異なると思いますが、これはどう分析されて

いますか。 

 

各学校における割合の状況について、この資料では平均していま

すので、それぞれの学校での傾向は出ていませんが、例えば、社会

では３年生になると、内容が公民となり、点数が伸びなくなるのが

影響しているのではないかと考えています。 

 

この「よくわかる」という質問に対して、子どもたちが「当ては

まる」と答える時というのは、おそらくテストでいい点が取れたら、

自分でもよく分かっていると思い、「当てはまる」に丸をする生徒

が多いと思います。 

英語は特にそうですが、１年、２年、３年と、段々内容が難しく

なってきますので、どうしてもテストの点数が悪くなっていきま

す。自分では主体的に一生懸命勉強していますが、点数が取れてい

ませんので、分かっていないと判断して回答する生徒が増えてきて

いると思います。 

 

「社会の授業の内容はよくわかる」というのは、毎年、去年も一

昨年も同様だったと記憶しています。この結果を見た時に思ったこ

とは、生徒たちには自分が分からない授業があるということです。

それを生徒たちはどうしているかが問題だと思います。 

なんとなく授業で分かったつもりになっていますが、それでも分

からない時に、それ以上考えないのではなくて、その時にちゃんと

人に聞いてみよう、調べてみようとする能力を意識したら、ここの

回答が変わってくると思いました 

もう一つ、表面のレーダーチャートにつきましては、西川委員の

おっしゃる通りにしていただきたいと思います。 

 

それぞれのところで、記述式は出題無しというような記載を国語

と社会については対応をお願いします。 

 

無回答率を見ると昨年は４教科で、府よりも無回答率は低いので

すが、今年についてはどの教科においても無回答率は府よりも高い
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学校教育課長 

 

いです。記入した答えが正答か誤答かということは別にして、なぜ

回答をしないのかと思います。間違っているのかも知りませんが、

書いて答えようという意欲を子どもには持って欲しいので、そこが

低いということが気になっています。 

これは調査によってわかるものではないかもしれませんが、テス

トに向かっている時の子どもの心理状況が、どうなっていると考え

られますか。 

何か他の結果にも表れてくるような、日頃の意欲にも繋がってい

るのではないかと気になります。 

 

無回答率については、日々の授業の中で、学習が分かるという経

験が少ないと、諦めてしまうのではないかと思います。授業の中で

生徒が分かる内容を取り入れて発表する場所があること、記述する

ことが出来るようになるということが、無回答をなくし、何か答え

ていこうというものに繋がっていくと思いますので、授業改善や、

普段の定期テストの在り方を改善していく必要があると考えてい

ます。 

 

このチャレンジテストについては様々な議論がされていますが、

現状では公立高校の入試の調査書に影響を与えるテストですので、

中学３年生にとっては真剣に取り組む必要があるテストです。それ

はどのテストにも言えることですが、とりわけこの中学生チャレン

ジテスト３年生分には全力で取り組んで欲しいと思いますので、福

元教育長職務代理者がおっしゃったように、一生懸命考えたけれど

わからなくて書けなかったという子どもいるかもしれませんが、そ

の中に最初から諦めている生徒がたくさんいて、去年よりも増えて

いますので、そこは各学校できちんとご指導をしていただかないと

いけないと思います。 

摂津市の平均が５教科とも昨年よりも下がったという結果です

が、どの中学校でも去年よりも下がっているという現状があるので

すか。それとも、学校によっては状況が異なるということでしょう

か。 

 

先ほどお話がありましたように、向上している学校もあります。

ただ、ある学校で落ち込みが大きかった部分がありますので、平均
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しますと下降しています。 

 

学校訪問した時に、今年度はどの中学校も、以前にも増して学習

規律もきちんと取れて、しっかり授業ができていると思いました。

たった１回のテストですので、日頃の頑張りが発揮できるとは限り

ません。テストの平均点だけで判断してしまうと、摂津市全体が悪

いという印象を与えてしまいます。 

 

他に何かご意見・ご質問等はございますか。それでは特にござい

ませんので、議案第４５号、「平成３０年度中学生チャレンジテス

ト（３年生）の結果公表の件」については承認いたします。 

では、次に移ります。報告事項（１）事業実施に伴う後援等名義

の使用許可について、教育政策課より説明をお願いします。 

 

［事業実施に伴う後援等名義の使用許可について説明］ 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは特にございませんので、次に進みます。（２）平成３０

年度１１月までの問題行動等報告について、学校教育課より説明を

お願いします。 

  

［平成３０年度１１月までの問題行動等報告について説明］ 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

 

説明の中の暴力行為の低年齢化について、低学年と中学年と高学

年では暴力の内容の違いがあるのではないかと思います。低学年と

中学年と高学年のそれぞれで暴力行為とはこういうことを指すと

いう定義のようなものは学校には示されているのでしょうか。それ

を基にして、学校から報告が挙がってくるということなのでしょう

か。 

 

この行為が暴力行為に当たりますというものを小学校に示して

いるわけではないのですが、中学校では問題行動をレベル別に例示

していまして、小学校によってはそれを参考に小学校版を作成する
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動きがあり、問題行動や暴力行動をレベル別に対応しようとしてい

る学校もあります。 

先ほどお話がありましたように、低学年等で暴力件数として挙が

ってくるものの中には、例えば、以前からかわれたことを覚えてい

て、ふと思い出して背中を押すといったことが暴力件数として挙げ

られています。ちょっとした喧嘩が挙げられているのが実情です。  

 

ちょっと押したというのは低学年では暴力行為として捉えられ

ていますが、高学年だとそれは暴力行為とは捉えにくいということ

がありますが、そういう観点でいくと低学年の件数が増えていると

は言え、内容が非常に軽微なものまでカウントしているのが原因だ

という気もしますが、どうでしょうか。 

 

先ほどお話しした軽微なものでも、問題行動として挙げていると

いうことはあります。 

例えば、生徒指導のケース会議に挙げて、内容を検討して、報告

が挙げられていますが、軽微な内容まで挙げられているというのが

最近ではよく見られる状況です。 

 

それでは、低年齢化して小学校が荒れだしてきているのではない

と受け取っても良いのですか。 

 

支援学級に在籍していたり、学校では配慮を要すると気にしてい

る児童生徒であったりしますので、学校としては組織的な対応をす

るために挙げている状況です。児童生徒の発達特性についての理解

が今後必要であると思っています。 

 

今回の「１３」という数が突出して多いと感じています。生徒間

の暴力ということでは、例えば４月当初はそれぞれのクラスが落ち

着いていない状況の中でいろんなトラブルがあるかもしれません。

ただ、１学期、２学期と時間が経ってくると子どもそれぞれが距離

感を分かってくるのだろうと思いますが、この１１月で、なぜ急に

増えたのでしょうか。急に先生方の目が厳しくなったわけでもない

でしょうし、どう理解をすればいいのかと思いました。 
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繰り返しの事案もありまして、ある学校で１１月に同じ子どもが

３回、ある学校では同じ子どもが４回、その子どもが他校から転入

して繰り返し行っています。低年齢化と言いましたが、その子たち

が低学年ということで今回カウントが増えております。 

 

低年齢化ということは、高学年は減って、低学年や中学年にピー

クが移っていったということですか。それとも、高学年の数は変わ

らず、低学年も増えてきたということでしょうか。 

 

高学年の数は増えていなく、若干減っておりますので、低学年、

中学年に数が移っています。総数が各年度によって違いますので、

一概に比較ができませんが、現時点で言うと昨年度、一昨年に比べ

ても高学年は減っています。 

 

また、先ほど配慮を要する児童生徒が突発的、衝動的に起こすと

説明されたのは、問題行動のことですか、いじめのことですか。 

 

問題行動です。いじめにも、いつも報告させていただく中には支

援学級在席の子どもがいますが、今回で取り上げているのは問題行

動です。 

 

支援学級在籍の子どものいじめの事案はありますが、あれは支援

学級在籍の子がいじめられる側の話ですね。今のお話は、加害側の

子どもが突発的、衝動的に起こすということですから、加害側だと

思いました。 

 

加害側の子どもが支援学級に在籍している子どもである事例が

挙げられています。先ほど説明しました繰り返しの子どもがそうで

す。 

 

他市でも暴力が低年齢化しています。今回の摂津市の場合では、

偏りがあって同じ子どもが何回もしているので、こういう数字が挙

がっていますが、他市でも同じことがあるのでしょうか。低学年で

配慮が必要な子どもが原因ということでしょうか。それとも摂津市

だけがそうなのでしょうか。 
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学校教育課長 

 

 

 

 

教育長職務代理者 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

他市で繰り返しの子どもがどうかという話にはなっていないよ

うですが、配慮を要する子どもや、就学した１年生でそういった事

案に挙がってくるというのは府内の生徒指導担当指導主事の情報

共有の中で出てきた話題です。 

 

配慮を要する子どもが繰り返すということは、つまり配慮を要す

る子どもに、よく配慮ができていないということでしょうか。配慮

が必要な子どもに、きちんと配慮をしていれば、この状況は危ない

というのがよくわかると思います。その子どもが繰り返して、それ

が数字に挙がってくるということは、現場での配慮を要するという

ことが欠けていると思います。その辺も学校に指摘しないといけな

いのではないでしょうか。 

 

対応について、どのような成功事例があるのか、どのようなこと

をするとこの子が突発的な行動を起こしやすいのかについては教

職員が情報共有して、共通認識のもと対応しなければいけないと思

っています。 

また、例えば支援学級に在籍している児童生徒であれば、個別の

指導計画等にそういったものを記入して、共有できるツールとして

活用し、対応していくべきだと思っています。 

各学校には、今回挙がってきたものについて、担当指導主事から

指導をしています。 

 

低学年での問題行動が増加しているという状況がはっきりして

いるのであれば、福元教育長職務代理者がおっしゃったような面も

含めて、きちんと学校に対応していただくよう指導をよろしくお願

いしたいと思います。 

 

他に何かご意見・ご質問等はございますか。それでは特にござい

ませんので、次に進みます。（４）平成３０年度２学期教育委員学

校園所訪問まとめについて、学校教育課より説明をお願いします。 

  

［平成３０年度２学期教育委員学校園所訪問まとめについて 

説明］ 
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教育長 

 

 

 

山手委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は地震の関係で全校園所に訪問できませんでしたが、委員

の皆様方にはお時間を使っていただいて、ご苦労様でございまし

た。何か感想等あれば、お願いしたいと思います。 

 

たくさんの学校に訪問させていただいて、確かに学校の子どもた

ちも、落ち着いて取り組めていると思いました。先生たちもよく頑

張ってくださって、研究発表などにも行かせてもらった時には、一

生懸命していただいていましたし、後の分科会でも意見交換され

て、いい方向に向かっていると感じられたのはとても好ましいこと

です。 

いつも教育委員がその中に入れてもらい、意見を言わせてもらう

立場も与えられていますが、ただ何点か気になったことがありま

す。学校全体として、課題と今後の方向性を決めて、ある先生は一

生懸命していると思えば、そうではない先生もいらして、学校とし

て向かって行けないのは、管理職の方のビジョンの示し方とか、ま

とめ方にも原因があるのかもしれませんが、そういう学校があった

のはとても気になるところでした。 

また、家庭や地域の力が少し弱く、先生が一生懸命されている割

には、目に見えた結果が出ていないということも感じられましたの

で、それが残念で、何かいい方法がないかと思いました。ＳＳＷの

先生がもう少しいらした方がいいとか、家庭教育相談員とか、地域

の力とかいろいろ模索しているようですが、いいサポートの仕方が

ないものかと思いました。ありがとうございました。 

 

保育所、子育て総合支援センター、幼稚園も一生懸命されていて、

体験や姿勢を保持するための体幹を重視しているのは、どこも同じ

ようなスタンスでした。保護者支援にも前向きで誠実に対応しよう

としている姿勢も見られて、頑張っておられると思い、感心しまし

た。 

また以前、小学校では支援学級の授業をほとんど見ることがな

く、実際どうされているのだろうと思っていました。最近は、支援

学級での授業をしっかりと見せていただき、その中できっちりと計

画を立てて進めている姿を見ることができて、すごくよかったと思

います。 
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教育長職務代理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

大矢委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

次世代育成部参事 

 

 

教育長 

あと、中学校区で一貫して取り組んでおられる学校があります

が、もう少し他の中学校区にも広がっていくような手立てができる

のは教育委員会事務局しかありませんので、それはこれからの課題

ということでお願いいたします。ありがとうございます。 

 

台風や豪雨の被害についても、しっかりと施設対応をしていただ

いていると思いました。 

ただ、トイレ改修も随分進んでいますが、便器の改修だけではな

くトイレ環境の整備もお願いしたいと思います。例えば、男の子も

女の子も廊下から丸見えの状態で個室に入るという状況がありま

すので、アコーディオンカーテンや暖簾のようなものなど、目隠し

が必要だと思いますが、まだ出来てないところがあると感じまし

た。よろしくお願いします。 

 

今回たくさん訪問させていただき、小学校の英語やプログラミン

グ学習では、タブレットをうまく活用していましたので、見せてい

ただいてよかったと思いました。 

ただ、１つの施設を回るのにとても忙しいスケジュールなので、

もうちょっとゆっくり見たいと思います。私たちとしては全部の学

校を見たいとは思うのですが、そうなると訪問数を減らさないとい

けなくなりますので、難しいとも思います。 

また来年度も学校訪問、是非させてもらいたいと思います。あり

がとうございます。 

 

今、教育委員会事務局に対するご要望、ご指摘もございましたの

で、今後の参考にさせていただきたいと思います。 

他に何かご意見・ご質問等はございますか。それでは特にござい

ませんので、次に進みます。（５）摂津市立児童発達支援センター

条例の一部を改正する条例制定について、子育て支援課より説明を

お願いします。 

  

［摂津市立児童発達支援センター条例の一部を改正する条例 

制定について説明］ 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 
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次世代育成部参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育政策課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

２つありまして、１つは利用者負担金の未就学児の無料の期間に

ついて、指定管理期間を延長するに合わせて、この特例の期間も延

長するものです。もう１つが児童発達支援センターや民間の事業所

がそれぞれ保育所や小学校等に行ってアドバイスするという保育

所等訪問支援事業などを受ける場合には、全て無料であったもの

を、今後は未就学児のみ無料にし、就学児は有料にするということ

です。 

これは民間だけではなく、児童発達支援センターの職員が小学校

に行かれる場合にも有料にするということですか。 

 

はい、そうです。もともと、就学児に対しても未就学児に対して

も利用者負担金は徴収しなければならないとなっていますが、摂津

市の特例で未就学児のみ無料としています。 

保育所等訪問支援事業については、これまで児童発達支援センタ

ーで利用された方は就学児も無料となっており、一方では民間の事

業所でこのサービスを利用された方は有料となっており、不公平感

ができていました。本来の児童福祉法に基づいたサービスの提供を

受けた方については、このサービス利用者負担金を負担していただ

くという条例の改正の内容になっています。 

 

他に何かご意見・ご質問等はございますか。それでは特にござい

ませんので、次に進みます。（６）各課事業日程報告について、教

育政策課より説明をお願いします。 

  

［各課事業日程報告について説明］ 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは特にございませんので、秘密会以外の審議につきまして

はすべて終了いたしました。会議の始めにお諮りしましたとおり、

ここで暫時休憩をとり、秘密会として再開いたします。関係者以外

の方はこれで終了です。ご苦労様でした。 

では、暫時休憩します。 

 

《暫時休憩》 
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教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

それでは秘密会として再開します。 

報告事項（３）平成３０年度１１月までの問題行動等報告具体的

事案について、学校教育課より説明をお願いします。 

 

【以下、秘密会のため削除】 

 

これにて秘密会を解きます。 

では、本日の案件は全て終了いたしました。 

これをもちまして、本日の定例教育委員会議を終了いたします。

ご苦労様でした。 

 


